
自動車通関証明書（C-8050） 

 
「輸入申告書番号」欄には、収容公売等の自動車の場合にあつては、収容公

売等による旨、また、カルネ条約による免税自動車の場合には、同欄にカルネ
条約による自動車である旨及び通関手帳の番号を記載する。 
「車台番号」欄には、輸入自動車等に車台番号及びシリアル番号のいずれも
ない場合にあつては、「番号なし」と記載する。 
「輸入者住所氏名」欄には、前記 102-2 の(3)の自動車の場合にあつては、そ
の落札者等の住所、氏名を記載する。 


